
福岡広域都市計画 地区計画の決定（市決定）

1.地区の概要について 【参考】那珂川市都市計画マスタープラン

計画区域

資料1

計画区域は、JR博多南駅から約1.2km南側にあり、隣接地には西日本旅客鉄道株式会社（JR西

日本） 博多総合車両所が立地している。博多総合車両所は、山陽新幹線（新大阪～博多）や博多

南線（博多～博多南）を運行する車両の基地になっており、車両の整備などが行われている。計画区

域にはかつてJR西日本の職員寮である向原団地が立地していたが、老朽化により令和2年に解体さ

れ、跡地はJR西日本の一部職員駐車場として利用されている。

現在、隣接する博多総合車両所の一部として活用するため、多くの危険物を含まない新幹線の部

品を貯蔵できるよう、計画区域に倉庫棟の建設が検討されている。

また、那珂川市都市計画マスタープランにおいては、計画区域は「周辺の住環境に配慮しつつ土地

利用の転換を図る」地域として位置づけられている。

計画区域の用途地域を変更することで、現在活用されていない土地の利用促進及び工業機能の

集積を図り、産業基盤の強化及び新たな雇用創出による地域経済の活性化を図るため、用途地域

を本案のとおり変更し、地区計画を新たに設定するものである。



4.都市計画、地区計画の概要

本案は、用途地域を、現在の第一種中高層住居専用地域から準工業地域に変更するものである。

また、当該区域に新たに地区計画を決定し、計画区域において、福岡県大規模集客施設の立地基準

に適合するよう地区計画で制限するものである。

また、周辺住環境に影響を及ぼす恐れがある、パチンコ店等の遊戯・風俗施設や畜舎なども併せて制

限することで、周辺環境との調和に配慮しつつ、工業機能の集積を図り、地域経済の活性化を促進す

る。

変更前 変更後

面積 約4.1ｈａ

用途地域 第1種中高層住居専用地域 準工業地域

容積率/建ぺい率 200/60 200/60

地区
計画

地区計画名称 中原東地区計画

建築物の用途制限
（建築してはならな

い建築物）

3,000㎡を超える商業施設
麻雀屋、パチンコ屋など

5.今後のスケジュール（予定のため変更の可能性あり）
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令和6年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

県下協議の申出

公聴会の開催 計画案の縦覧

市都市計画審議会

告示

検察庁協議

県事前協議の申出

住民説明会 計画原案の閲覧

市地区計画条例改正

県法定協議


